「黄色いワッペン贈呈事業」について

　新入学一年生に対する「黄色いワッペン」の贈呈事業は、内閣府、警察庁、全国連合小学校長会、全日本交通安全協会をはじめ、各地の交通安全協会の賛同を得て、旧富士銀行（現みずほフィナンシャルグループ）が昭和４０年に始めたものです。
６２年目を迎える今年も、みずほフィナンシャルグループ・損害保険ジャパン・明治安田生命保険・第一生命保険の４社は、全国の新入学一年生に、交通事故傷害保険が付いた「黄色いワッペン」を贈呈し、令和８年までの全国の贈呈累計枚数は約７，３８３万枚にのぼります。

下関市においても、この「黄色いワッペン」が新入学一年生約１，６００人に贈呈されます。

「黄色いワッペン」には幼い子どもたちを交通事故から守るとの願いが込められており、「黄色いワッペン」を身につけることにより、初めて小学校に通う子どもたち自身と保護者の交通安全への意識を高め、ドライバーの注意を喚起させることにより、交通安全に役立てようとするものです。

「黄色いワッペン」には交通事故傷害保険が付いており、「黄色いワッペン」の交付を受けた新入学一年生が登下校の際に万一事故に遭い、死亡または後遺障害が残った場合には保険金が支払われます。保険の有効期間は令和８年４月１日から翌年３月３１日までです。

「黄色いワッペン」には毎年、交通安全年間スローガンこども部門の優秀作品が刷り込まれており、令和８年度の新小学一年生には、全日本交通安全協会会長賞「おまじない　自分を守る　みぎひだり」と記されたワッペンを贈呈する予定です。

